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飲料配送研究会報告書の浸透について➀

【農林⽔産省の取組】

〇 国⼟交通省等と連携して全国10ブロックで⾏う説明会について、全清飲を通じ会
員に周知し、参加を依頼。

〇 ⾷品関連団体等連絡協議会（10/2開催）で、飲料関係8団体、8社を含む⾷品
メーカーの実務者に報告書の内容を説明。

〇 ⾷品産業中央協議会（10/10開催）で、⾷料産業局⻑が飲料メーカー8社を含
む⾷品メーカーの社⻑に報告書の内容を説明。

〇 消費者や⼩売業者向けポスター案を作成（別添ポスター案）。今後、速やかに関
係省庁とともに、飲料メーカー、卸売業者及び⼩売店に配布し、売場等に掲⽰する。
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【事業者からの意⾒】

〇 全清飲から、運送事業者が全額を賠償した場合、運送事業者に所有権が移転することにつ
いて、これまでの業界の慣例と異なることから、報告書の内容について会員企業にしっかり周知
したいという意⾒があった。

〇 全清飲会員から、ブランド信⽤⼒の維持等の観点から毀損貨物を運送事業者に引き渡さな
い場合において、「飲料メーカーが廃棄費⽤を負担しないといけないのか」という意⾒があった。
→ 報告書にあるとおり、廃掃法の規定により所有権を有する者が廃棄費⽤を負担する必要
がある旨説明し理解を得た。

〇 全清飲から、飲料メーカーだけでなく、卸、⼩売の現場を含めたサプライチェーン全体での意識
共有が必要という意⾒があった。
→ 飲料を扱う倉庫、売り場等にポスターを掲⽰するなど、現場において更なる周知を⾏う。
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